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佐賀西部広域水道企業団
佐賀市久保田町大字徳万1869番地
TEL 0952-68-3181（代表）
TEL 0952-68-2225（料金課）
https://www.sagaseibu-suidou.or.jp/

この冊子には、音声コードUni-Voice（ユニボイス）が各ページ右下、左下に印刷されています。
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「命の水」を守るために
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Uni-Voice（ユニボイス）とは、
　文字情報を音声で読み上げるための「音声コード」です。
　必要な方は音声コードリーダーアプリ「Uni-Voice」を
インストールしてご利用ください。
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　令和４年４月１日、企業団管内の管工事組合で構成す
る「佐賀西部広域水道管工事協同組合統合推進協議会」（川
内修会長）と連携し、災害時にも迅速に水道管を復旧し
断水被害を最小限に抑えることを目的として、災害等に
おける応急対策業務に関する基本協定を締結しました。
　また、この協定では、水道管の復旧作業が長期化した
場合の応急給水活動への協力体制等についても謳ってい
ます。
　今回の協定締結をきっかけに組織同士の繋がりを一層
強めてまいります。

　地震等の災害や重大な事故が発生している今日、私たちはいつ災害や事故に巻き込まれるか分
かりません。
　その備えとして、あらゆる事態を想定して、皆様の命の水を守り、速やかに水道を復旧させる
ために、危機管理実施計画及び各種マニュアルを策定しました。

　私たちが毎日何気なく使っている水道水。特にコロナ禍となり、水道が
私たちの生活に欠かすことのできないライフラインであることは、より強
く実感されたことかと思います。
　企業団では、毎年６月１日に、水に係る災害が起こらないように、敷地
内にお祀りしている水神様のお社に対し、ご祈祷させていただいております。
　今回のスローガンは、「大切な　水と一緒に　暮らす日々」です。
　穏やかな一年でありますように！

災害等における基本協定を締結しました

危機管理実施計画及び各種マニュアルを作成しました

第64回水道週間（６月１日～７日）

〇クリプトスポリジウム等対策マニュアル
〇水質事故対策マニュアル 〇施設事故・停電対策マニュアル
〇テロ対策マニュアル 〇新型インフルエンザ対策行動計画
〇管路事故・給水装置凍結事故対策マニュアル 〇渇水対策マニュアル

各種マニュアル

企業団敷地内に
鎮座する水神様



　企業団はサービスの個人最適化や生産性向上を目指し、DX（デジタル化による社会制度や組織
文化の変革）に積極的に取り組んでいます。
　個人の利便性の向上の観点では、例えば水道の使用開始・中止の手続きは押印不要になり、窓
口や電話でも可能ですが、インターネット手続きでもできるようになりました。また、水道料金・
下水道使用料等のお支払いについても、従来の「ご指定の口座からの自動振替」や、各金融機関
窓口やコンビニ等での「納付書払い」に加えて、スマホアプリで「バーコード決済」をすればご
自宅でもお支払いができるようになりました。さらには、口座振替の手続きについては、金融機
関に行かずに、インターネット手続きでもできるようになりました。
　一方、企業団内の生産性の向上の観点では、紙ベースの水道施設台帳や水質検査結果をデジタ
ル化し、適切な施設や水質の管理の推進を図りますとともに、今後は、各市町が保有していた管
路図を同一マッピングシステムに集約し、管路の計画的更新や強靭化、維持管理に取り組んでま
いります。このシステムでは、モバイル端末を用いることにより、現場にいながら管路の確認が
できるので、漏水があった時でも迅速に対応ができるようになります。

　水質検査は、水道法で定められた水質基準に適合し安全であることを保証するために必要不可
欠な業務で、「水質検査計画」は、法律に基づいて、その水質検査の適正化と透明性を確保し計画
的かつ効率的に実施できるよう、水質検査項目、方法、頻度、採水地点等の必要事項について定
めており、水道水の状況や原水の状況を踏まえて毎年度策定し、ホームページを通じて公表して
います。
　また、当企業団は、水質検査の技術レベルが一定以上であることを示す水道
GLP（優良試験所規範）の認定を取得しています。
　これまでの水質検査結果は、水道法に基づく水質基準51項目に適合しており、
安全で安心な水を皆様にお届けできています。
　詳細はホームページに掲載しています。

DX（デジタルトランスフォーメーション）を推進しています

令和４年度「水質検査計画」を策定しました



営業所では、水道の開閉栓の受付、名義変更手続き、料金の問合せ対応など
の業務を行っています。
道路上での漏水を発見した場合も、お手数ですが、各窓口にご連絡ください。
営業時間は８:30～17:00 で、土日祝日年末年始はお休みです。

●本所 料金課

佐賀市久保田町大字徳万1869
（佐賀西部広域水道企業団１階）

0952-68-2225

●武雄営業所
武雄市武雄町大字武雄3444
0954-22-2874

●嬉野営業所

嬉野市嬉野町大字下宿1185
（嬉野市役所内）

0954-42-3314

●大町営業所

大町町大字大町5017
（大町町役場内）

0952-20-1189

●江北営業所

江北町大字山口1651-1
（江北町役場内）

0952-37-0883

●白石営業所

白石町大字福田1247-1
（白石町役場内）

0952-84-7119

多久市北多久町大字小侍7-1
（多久市役所内）

0952-75-3003

●多久営業所水道の開閉栓や
使用者変更は、
企業団ホーム
ページから
受付可能です。

問い合わせ先
企画財政課　企画・広報係  ☎0952-68-3135
メールアドレス　info@sagaseibu-suidou.or.jp

本山さん、船津さん、野﨑さん、感謝申し上げます
　令和元年度に多久市から企業団に派遣され、事業統合業務を通じて多大なる貢献をいただきま
した本山憲一（もとやまけんいち）さん、旧大町町水道事業から通算して十数年にわたり、料金
集金業務に貢献いただきました船津信夫（ふなつのぶお）さんと、野﨑光子（のざきみつこ）さ
んに対し、その功労を讃え感謝の意を表すため、感謝状を贈呈しました。今後益々のご健勝とご
多幸を祈念いたしております。

・・貸 出 物　ミストシャワー本体（3.6m）、ミストシャワー延長セット（1.8m）
　　　　　　※ミストシャワーを設置する際に企業団PR用のパネルの設置をお願いします。
・・使 用 料　無料（ただし、使用水道料金はお客様負担となります。）
・・対　　象　当企業団と水道の契約をしている公共施設や自治会、企業、事業所等
・・申込方法　�貸出申請書に必要事項を記入し、企画財政課へ郵送又はメールしてください。

申請書用紙はホームページからダウンロードできます。
・・貸出期間　最長で14日

本山憲一さん 野﨑光子さん（左）と船津信夫さん（右）※最右は水川大町町長


